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【問】 正誤をつけよ。 

Ａ名義の所有権の登記がされている土地について、Ｂ名義への所有権移転の仮登記がされ

た後、Ａ名義からＣ名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Ｂは、Ｃの登

記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 仮登記に基づく本登記 

1 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合

には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 

 

2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の

権利に関する登記を抹消しなければならない。 （不登法 109 条） 

 

⇒ 第三者が承諾しない場合、第三者に対抗しうる判決をもって登記手続きをなすことができ

る 

 

 

 

 


